
勤労者女性会館しなのき使用料一覧表（改正後） 

H22.4.1 より適用 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日

区分
午前９時～

正午

午後１時～

午後５時

午後６時～

午後９時30
分

午前９時～

午後５時

午後１時～

午後９時30
分

午前９時～

午後９時30
分

平日 円

4,200 
円

6,300
円

8,400
円

8,400 
円

11,500 
円

13,500
A

土・

日・

祝日

6,300 8,400 10,500 11,500 14,600 17,800

平日 8,400 10,500 12,500 14,600 17,800 22,000

ホール

B

土・

日・

祝日

10,500 12,500 14,600 17,800 21,000 26,100

Ｃ 410 620 830 1,050 1,150 1,880楽屋

Ｄ 820 1,240 1,660 2,100 2,300 3,760
Ｃ 620 830 1,050 1,150 1,460 2,510応接室

Ｄ 1,240 1,660 2,100 2,300 2,920 5,020
Ｃ 1,240 1,660 2,100 2,300 2,920 5,020音楽室

Ｄ 2,480 3,320 4,200 4,600 5,840 10,040
Ｃ 620 830 1,050 1,150 1,460 2,510会議室

Ｄ 1,240 1,660 2,100 2,300 2,920 5,020
Ｃ 620 830 1,050 1,150 1,460 2,510研修室

Ｄ 1,240 1,660 2,100 2,300 2,920 5,020
Ｃ 730 1,050 1,150 1,350 1,780 3,150和室

Ｄ 1,460 2,100 2,300 2,700 3,560 6,300
Ｃ 1,460 1,980 2,400 2,620 3,150 5,870視聴覚室

Ｄ 2,920 3,960 4,800 5,240 6,300 11,740
Ｃ 620 830 1,050 1,150 1,460 2,510子供室

Ｄ 1,240 1,660 2,100 2,300 2,920 5,020
Ｃ 1,460 1,980 2,400 2,620 3,150 5,870トレーニン

グルーム Ｄ 2,920 3,960 4,800 5,240 6,300 11,740
 

Ａ･･･入場料、受講料その他これらに類する料金（以下｢入場料等｣という。）を徴収しない場合又は１人

2,000円以下の入場料等を徴収する場合（Ｂに該当する場合を除く。）

Ｂ･･･１人 2,000円を超える入場料等を徴収する場合又は営利を目的として事業を行う個人若しくは法人

その他の団体（以下「営利事業者」という。）が研修その他これに類する目的に使用する場合

Ｃ･･･入場料等を徴収しない場合（Ｄに該当する場合を除く。）

Ｄ･･･入場料等を徴収する場合又は営利事業者が研修その他これに類する目的に使用する場合

 

申込方法：使用申込は、３ヶ月前から３日前まで（ホールのみ、６ヶ月前から３日前まで）
申込先　：勤労者女性会館　１階　管理室へ直接
開館時間：午前９時〜午後９時30分
休館日　：12月29日〜１月３日


